
 

























教職課程（専修免許状） 
 

１．本学で取得できる専修免許状 
 

 研究科，専攻で取得できる免許状の種類及び教科は次表のとおりです。 

 

研究科 専攻 免許状の種類 免許教科 

商学 商学 高等学校教諭専修免許状 商業 

法学 法学 
中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 

社会 

公民 

経済学 経済学 
中学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 

社会 

公民 

 

 

２．専修免許状取得の所要資格 

 

 同一学校種同一教科の一種免許状をもっていれば，各研究科の開講科目（研

究指導・研究演習を除く）２４単位を修得すれば，大学院修了時に専修免許状

を取得することができる。 

また，大学院在学中に，学部の科目等履修生として一種免許状が取得できれ

ば，専修免許状を取得することも可能である。 

 

（注）他研究科の開講科目の履修については，４単位まで選択科目として，卒

業要件単位に含まれるが、教職課程の科目としては認定されない。 

 

 

 

 



 






